
土壌・廃棄物に関する基準値等一覧表 2011年7月現在

　　　　　　　　　　適用法規

対象 土壌 土壌 土壌
土壌

米(田に限る)
土壌・米 廃棄物（汚泥）※1

非水溶性の無機性汚

泥（赤泥、建設汚泥）

※１

物質名

法 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法 土壌汚染対策法
環境基本法

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ特措法

農用地の土壌の

汚染防止等に関

する法律施行令

廃棄物処理法 廃棄物処理法

四塩化炭素 ‐ 0.002 0.02 0.002 ‐ 0.02 0.002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ‐ 0.004 0.04 0.004 ‐ 0.04 0.004

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ‐ 0.02 0.2 0.02 ‐ 0.2 0.02

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ‐ 0.04 0.4 0.04 ‐ 0.4 0.04

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ‐ 0.002 0.02 0.002 ‐ 0.02 0.002

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ‐ 0.02 0.2 0.02 ‐ 0.2 0.02

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ‐ 0.01 0.1 0.01 ‐ 0.1 0.01

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ‐ 1 3 1 ‐ 3 1

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ‐ 0.006 0.06 0.006 ‐ 0.06 0.006

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ‐ 0.03 0.3 0.03 ‐ 0.3 0.03

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ‐ 0.01 0.1 0.01 ‐ 0.1 0.01

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 150 0.01 0.3

0.01

     （0.03） ※3

米1kgにつき0.4mg

以下（農用地）

米1kgにつき

0.4mg以上
0.3 0.01

六価ｸﾛﾑ化合物 250 0.05 1.5
0.05

     （0.15) ※3
‐ 1.5 0.05

ｼｱﾝ化合物
50

(遊離ｼｱﾝとして)
検出されないこと 1 検出されないこと ‐ 1 検出されないこと

水銀及びその化合物 15
0.0005

かつアルキル水銀が

検出されないこと

0.005
かつアルキル水銀が

検出されないこと

0.0005

     (0.0015) ※3
‐ 0.005 0.0005

ｱﾙｷﾙ水銀 ‐ ‐ ‐ 検出されないこと ‐ 検出されないこと 検出されないこと

ｾﾚﾝ及びその化合物 150 0.01 0.3
0.01

     (0.03) ※3
‐ 0.3 0.01

鉛及びその化合物 150 0.01 0.3
0.01

（0.03）
‐ 0.3 0.01

砒素及びその化合物 150 0.01 0.3

0.01

      (0.03) ※3

土壌1kgにつき

15mg未満（農用地

（田に限る））

土壌1kgにつき

15mg以上

又は

10～20mgの範囲で

都道府県知事が定

める値以上

0.3 0.01

ふっ素及びその化合物 4000 0.8 24
0.8

     (2.4) ※3
ー ‐ 3

ほう素及びその化合物 4000 1 30
1

      (3) ※3
‐ ‐ ‐

ｼﾏｼﾞﾝ 0.003 0.03 0.003 ‐ 0.03 0.003

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ ‐ 0.02 0.2 0.02 ‐ 0.2 0.02

チウラム ‐ 0.006 0.06 0.006 ‐ 0.06 0.006

ポリ塩化ビフェニル ‐ 検出されないこと 0.003 検出されないこと ‐ 0.003 検出されないこと

有機りん化合物 ※2 ‐ 検出されないこと 1 検出されないこと ‐ 1 検出されないこと

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 ‐ ‐ ‐
1000pg-TEQ/g

※4
‐ 3000pg-TEQ/g ‐

有機塩素化合物 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1

ﾌｪﾉｰﾙ類 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.2

銅及びその化合物 ‐ ‐ ‐

土壌1kgにつき

125mg未満（農用

地（田に限る））

土壌1kgにつき

125mg以上
‐ 0.14

亜鉛 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.8

ﾍﾞﾘｳﾑ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.25

ｸﾛﾑ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.2

ﾆｯｹﾙ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.12

ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0.15

油分 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15

強熱減量 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15%以下

※1　対象物によって値が異なる為、汚泥と無機質性汚泥の基準値を記載した

※2　有機りん化合物：パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る

※3　汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、現状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき環境基準値を超えていない場合に適用

※4　環境基準が達成されている場合であって,土壌中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には,必要 な調査を実施することとされている。（備考1,000pg＝1ng）

なお,内容には正確を期すようにしておりますが,万が一誤りがあった場合,それによる損害は補償しかねます。
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